
第４章 望ましい環境像と施策の体系 

 57 

第 

４ 

章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 望ましい環境像と施策の体系 
 

 

 

     本章では、本計画が目指す「望ましい環境像」とその実現に向

けた施策の基本方針、施策の体系を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本章では、本計画が目指す「望ましい環境像」とその実現に向けた施

策の基本方針、施策の体系を示します。 



第４章 望ましい環境像と施策の体系 

 58 

第１節 望ましい環境像 

 

私たちを取り巻く環境は、自然の生態系の微妙な均衡のもとに成り立っており、私たちが健康で文

化的な生活を営む上において、健全で恵み豊かな環境は欠くことのできないものです。健全で恵み豊

かな環境を未来の世代に受け継いでいくためには、人間のあらゆる行為が地域の環境のみならず、地

球規模の環境に影響を及ぼしていることを深く認識することが重要です。また、環境との共生が健全

な状態に保たれ、資源の適正な管理や循環的な利用を推進するなど持続可能な社会づくりを基本とし

た上で、市民、事業者及び行政のすべての関係者が協力し合いながら、それぞれの立場で行動してい

くことが求められています。 

私たちは、本市の恵み豊かな環境を維持・保全するとともに、よりよい環境の再生・創出を行い、

未来の世代につなげていく責務を有しています。 

これらを踏まえ、船橋市環境基本計画では、望ましい環境像を以下のとおり定め、この環境像の実

現を目指します。 

 

 

みんなでつくり 未来へつなぐ 恵み豊かな環境 

 

 

本市は、恵み豊かな東京湾に面し、内陸部に水と土壌に恵まれた谷津の入り込んだ下総台地が拡が

り、数千年前から人々の暮らしが営まれ、農漁業が盛んなまちとして栄えてきました。しかし、昭和

30 年代半ばからの経済成長を背景とし、工場、事業場の進出が進み、昭和40 年代半ば以降、宅地開

発も進み人口の急激な増加をもたらしました。このような都市化の進展、社会経済活動の活発化に伴

い、公害や自然破壊などの環境問題がクローズアップされました。その後、バブル経済の崩壊に代表

されるように社会経済環境は大きく変化を遂げています。 

近年の環境問題についてみると、都市基盤の整備、IT の普及や第３次産業の拡大による事業活動の

活発化などに伴い、生活の利便性が高まり、生活様式も多様化する一方、従来の環境行政の枠組みだ

けでは対応が困難な都市型・生活型の環境問題が顕在化しています。さらに、地球温暖化や生物多様

性の問題のように、一人ひとりの生活や都市の活動そのものが直接・間接的に地球規模で環境に影響

を与えているものもあり、従来の公害や自然破壊などの環境問題とは異なる新たな対応が求められて

いることから、望ましい環境像の実現を図るため、生活環境、自然環境、地域環境、地球環境ならび

に環境保全活動の５分野の基本方針を掲げ、それぞれの施策を進めていきます。 
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第２節 施策の基本方針 

 

本市の恵み豊かな環境を未来に受け継いでいくためには、水辺や緑といったかけがえのない貴重な

自然を活かしながら、人と自然が共生する環境負荷の少ないまちづくりを進める必要があります。併

せて、清潔で快適な生活環境・地域環境など、市民の健康と生活を守るための生活基盤の整備を行い、

市民一人ひとりが安心して暮らすことのできるまちづくりを進める必要があります。 

本計画では、望ましい環境像を実現するため、以下に定める基本方針のもとに、本市の特色を活か

しながら各種の施策を展開していきます。 

 

１．安全な生活環境の保全 

本市では、社会経済活動の活発化とともに人口の集中や産業の集積などが進んだため、大気汚染

や河川・海域の水質汚濁など、公害の問題が顕在化してきました。 

公害の未然防止のためには、一人ひとりが環境の許容限度や復元力には限界があることを認識す

るなどの意識改革を進めることが必要です。また、日常生活や事業活動に伴い発生する環境負荷の

低減に努め、自然界の健全な物質循環を確保することにより、大気、水、土壌などを良好な状態に

保つことが必要です。 

本計画では、人の健康や生活環境への被害を及ぼすおそれのある公害の未然防止に努めることに

より、安全な生活環境を保全し、未来に受け継いでいくものとします。 

 

２．生物多様性の確保 

本市では、雑木林や斜面林、水辺環境などの自然が残され、市民の森などとして保全が図られて

いますが、広範囲にわたって都市化・宅地化が進行し、樹林地や農地の減少、耕作放棄地の増加な

どにより生物多様性を育む環境が失われつつあります。 

自然を保全し生物多様性を確保するためには、生物多様性の保全の基本的事項を定めた生物多様

性地域戦略の策定の検討を進めるとともに、損なわれた自然を回復するには長い時間を要すること

を正しく認識した上で、残された貴重な自然を適切に保護・利用することが必要となっています。

また、新たな水辺や緑などを積極的に創出することにより、質の高い自然環境の確保に努めること

が求められています。 

本計画では、生物多様性を確保するため、水辺や緑といった貴重な自然を活かし、人と自然が共

生するまちづくりを進め、良好な自然環境を未来に受け継いでいくものとします。 
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３．快適な地域環境の保全 

本市では、高度成長期における急速な人口増加と都市化により、市街地部における公園・緑地の

整備や都市景観への対応などが十分に行われていない状況にあります。 

このため、今後は市街地部における公園・緑地の整備と緑の創出、まちなみ景観の形成、環境美

化の推進など、潤いのある都市環境の創造を進めることにより、清潔で快適な生活基盤の整備に努

めることが必要です。 

本計画では、地域住民が生活していく上での満足度の向上に努め、誰もが安らげる環境を創出す

ることにより、快適な地域環境を保全し、未来に受け継いでいくものとします。 

 

４．未来に向けた地球環境の保全 

本市では、エネルギー消費量の増加に伴い、市域からの温室効果ガス排出量が増加してきている

ことが報告されています。 

このため、今後は一人ひとりが自らの活動が地球レベルでの環境問題に影響を及ぼしていること

を認識した上で、環境に配慮した行動に取り組み、環境負荷の少ないライフスタイル・ビジネスス

タイルを確立することが必要です。 

本計画では、資源やエネルギーの合理的かつ循環的な利用、及び廃棄物の排出抑制とリサイクル

の推進に努め、環境への負荷の少ない循環型社会を構築することにより、かけがえのない地球環境

を保全し、未来に受け継いでいくものとします。 

 

５．協働による環境保全への取り組み 

環境保全の取り組みを進めるためには、一人ひとりが様々な環境問題に対して理解を深め、市民、

事業者、市のすべての関係者が適正な役割分担のもとで相互に協力・連携し、自主的かつ積極的な

取り組みへの参加を図ることが必要です。 

本計画では、市民や事業者の環境保全への取り組みが促進されるよう、環境学習や環境教育を推

進し、日常生活や事業活動、地域活動などのあらゆる場面において環境に配慮した行動を自発的に

行うことのできる人を育成するとともに、市民、事業者、市が協働して環境の保全に取り組むこと

のできる人づくりやしくみづくりを進めることにより、恵み豊かな環境を市民、事業者、市等でつ

くり、未来へつなげていくものとします。 
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①大気環境への負荷の低減

②大気質の監視と意識高揚の推進

①水環境への負荷の低減

②水資源の保全の推進

①土壌環境への負荷の低減 ③公害苦情の適正処理、市民や事業者に対する啓発

②騒音・振動、悪臭、地盤沈下等の防止対策の推進 ④公害の未然防止

①水辺空間・緑地空間の整備

②水辺空間・緑地空間のネットワーク化

①動植物の生息環境の確保

②樹林地・農地の保全

①三番瀬の保全・再生とワイズユース（賢明な利用）の推進

②保全・再生に向けた体制の整備

①自然を体感できる憩いの場の創出

②公園、緑地の整備、緑化の推進

①良好な景観の創出

②潤いのある都市環境の確保

①地球温暖化防止の推進

②オゾン層の保護、酸性雨対策の継続

①省エネルギーの推進

②新エネルギー等の導入の推進

①ごみの排出抑制、資源化の推進

②産業廃棄物の減量・資源化、適正処理

①あらゆる場での環境教育の推進

②環境情報の提供、環境学習の場所・機会の整備

①一人ひとりの環境保全の取り組みの推進

②各種団体等との連携・協力の推進

【基本施策】

大気環境の保全

水環境の保全

【施策の具体的な内容】

環境学習・環境教育の推進

低炭素社会の形成

環境保全活動の推進

循環型社会の形成

自然とふれあう場の確保

良好な生活空間の保全

身近な生活環境の保全

水辺と緑の保全

樹林地・農地の保全

地球環境の保全

干潟の保全

望ましい
環境像

み
ん
な
で
つ
く
り
　
未
来
へ
つ
な
ぐ
　
恵
み
豊
か
な
環
境

生物多様性の確保

快適な地域環境の保全

未来に向けた地球環境の保全

【施策分野】

協働による環境保全への取り組み

安全な生活環境の保全

第３節 施策の体系 

 

本計画では、以下に示す施策体系に従い、環境保全のための施策を総合的・体系的に実施することにより、「望ましい環境像」の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


